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神 奈 川 県 病 院 協 会 ２ 階 会 議 室 利 用 規 程  
2 0 2 3年 5月  日 制 定  

同 年  6月  日 施 行  

１  目 的  

こ の 規 程 は 、 県 総 合 医 療 会 館 ２ 階 神 奈 川 県 病 院 協 会 会 議 室 （ 以

下 、 「 会 議 室 」 と い う 。 ） 及 び 同 会 議 室 に 付 帯 す る 会 議 シ ス テ ム 等

の 設 備 の 利 用 に 関 し 、 他 の 団 体 ・ 組 織 に 利 用 を 認 め る と き の 取 り 扱

い に つ い て 定 め る 。  

 

２  利 用 許 可  

利 用 許 可 を 求 め る 者 は 、 こ の 規 程 に 定 め ら れ た 各 条 項 に 従 う も の

と し 、 利 用 責 任 者 を 明 記 し た 申 込 書 （ 様 式 1） を 原 則 と し て １ 月 前

の 初 日 ま で に 提 出 す る 。  

( 1 )  会 議 室 は 、 当 協 会 の 会 議 で の 利 用 を 前 提 に 、 公 益 目 的 に 取 得 し

た も の で あ る こ と か ら 、 営 利 ・ 営 業 を 目 的 と し た 使 用 は 認 め な

い 。 参 加 費 を 徴 収 す る も の は 、 実 費 程 度 の も の に 限 る 。  

 

( 2 )   次 の 団 体 以 外 の 者 が 利 用 す る と き は 、 理 事 会 の 承 認 を 必 要 と す

る 。  

①  神 奈 川 県 病 院 協 会 が 事 務 局 を 務 め る 団 体 等  

②  会 員 病 院 等 が 主 催 す る 会 員 病 院 を 対 象 と す る 研 修 会 等  

③  地 区 病 院 協 会 及 び 病 院 に 勤 務 す る 職 種 の 職 能 団 体  

④  そ の 他 、 あ ら か じ め 当 協 会 が 使 用 を 認 め る 次 に 掲 げ る 団 体  

神 奈 川 県 機 関 、 県 立 病 院 機 構 、 県 総 合 医 療 会 館 入 居 団 体  

 

( 3 )  災 害 の 発 生 時 等 、 法 令 等 に 基 づ き 、 県 が 医 療 救 護 班 の 編 成 を 求

め 、 そ の 準 備 を 行 う な ど の 緊 急 時 に お い て 、 こ の 対 応 の た め 、 や

む を え な い と 当 協 会 が 認 め た と き は 、 必 要 に 応 じ て 会 議 室 の 利 用

許 可 を 取 り 消 す こ と が あ る 。 こ の 場 合 、 当 協 会 は 、 利 用 で き な く

な っ た こ と に よ る 損 害 等 に つ い て 責 任 を 負 わ な い 。  

 

３  利 用 申 し 込 み  

原 則 と し て 利 用 日 の ２ ヶ 月 前 の 前 日 か ら 受 け 付 け る 。 但 し 、 総 会
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や 表 彰 式 な ど 当 協 会 が 重 要 な 行 事 と 認 め る 場 合 は 、 ６ ヶ 月 前 か ら 日

程 を 調 整 す る こ と が で き る 。  

 

４  利 用 時 間 の 制 限  

当 協 会 職 員 が 出 勤 す る 会 議 を 除 き 、 次 の 会 議 は 原 則 と し て 利 用 対

象 外 と す る 。  

①   1 7時 3 0分 以 降 に 終 了 (片 付 け 時 間 を 含 む )す る 会 議  

②   土 曜 、 日 曜 、 祝 日 、 年 末 年 始 の 会 議  

た だ し 、 会 議 室 及 び 付 帯 設 備 の 使 用 に つ い て 当 協 会 職 員 が 不 在 で

も 運 用 可 能 な 会 議 に つ い て は こ の 限 り で な い 。  

 

５  利 用 に あ た っ て の 利 用 者 の 責 務  

利 用 責 任 者 は 、 利 用 者 の 代 表 と し て 、 使 用 後 チ ェ ッ ク リ ス ト (様

式 ２ )に 基 づ き 次 の 事 項 等 を 点 検 の う え 、 チ ェ ッ ク リ ス ト に 記 載

し 、 提 出 す る も の と す る 。  

①  使 用 後 は 使 用 前 の 状 態 に 復 す る こ と  

②  机 上 を 清 掃 す る こ と  

③  毀 損 し た 備 品 が な い か 確 認 す る こ と  

④  消 灯 す る こ と  

⑤  施 錠 を 確 認 す る こ と  

⑥  付 帯 設 備 （ 利 用 し た 場 合 ） の 消 灯 ・ 整 理  

⑦  確 認 を し た 利 用 責 任 者 が 署 名 す る こ と  

な お 、 特 別 に 認 め ら れ た 、 土 休 日 及 び 1 7時 3 0分 以 後 に 利 用 を 終 了

す る 場 合 で 、 当 協 会 職 員 が 出 勤 し な い 会 議 に つ い て は 、 会 議 終 了

後 、 最 初 の 平 日 朝 9時 に チ ェ ッ ク リ ス ト を 提 出 す る こ と 。  

会 議 室 内 の 建 造 物 ・ 設 備 ・ 備 品 等 を 破 損 、 汚 損 、 紛 失 し た 場 合 、 利 用

者 が 損 害 の 実 費 負 担 を す る こ と 。  

汚 れ が 著 し い 場 合 は 、 利 用 者 に 対 し 別 途 清 掃 料 金 を 請 求 す る 。  

 

６  利 用 料 金 ・ キ ャ ン セ ル 料 等  

 利 用 者 (当 協 会 が 事 務 局 と な る 団 体 を 除 く )は 、 次 に 定 め る 利 用 料

を 当 協 会 発 行 の 請 求 書 （ 様 式 ３ ） に 基 づ き 、 請 求 か ら ２ 週 間 以 内 に

当 協 会 指 定 銀 行 口 座 へ 振 り 込 み に よ り 支 払 う 義 務 を 負 う も の と す
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る 。  

指 定 期 日 に 入 金 確 認 が で き な い 場 合 、 別 に 定 め る 延 滞 金 を 加 算 す

る 。  

 振 込 手 数 料 は 利 用 者 負 担 と し 、 領 収 書 の 発 行 は 原 則 と し て 、 行 わ

な い の で 、 振 込 後 に 発 行 さ れ る 「 振 込 明 細 書 」 等 を 活 用 の こ と 。  

 

(以 下 す べ て 税 込 み )  

( 1 )  基 本 料  

  室 料  １ 時 間  1 0 , 0 0 0円 （ 準 備 ・ 片 付 け 時 間 を 含 む ）  

  エ ア コ ン 使 用 料  特 に 全 館 共 通 空 調 以 外 に 必 要 と し た と き  

 １ 時 間 1 , 0 0 0円  

 

( 2 )  設 備 使 用 料  

 ア  備 品  

①  マ イ ク 4本 及 び 有 線 マ イ ク 1本       １ 回  5 , 0 0 0円  

②  卓 上 マ イ ク               ２ 個  5 , 0 0 0円  

③  プ ロ ジ ェ ク タ ー 及 び メ イ ン ス ク リ ー ン   １ 回  5 , 0 0 0円  

④  デ ィ ス プ レ イ 前 2面  後 1面        １ 回  5 , 0 0 0円  

 

イ  イ ン タ ー ネ ッ ト 接 続 環 境 （ W i - F i）    1  回  5 , 0 0 0円  

 

( 3 )  W E B会 議 環 境 ( W i - F i )の 使 用 料        １ 回  1 0 , 0 0 0円  

  ホ ス ト の パ ソ コ ン は 利 用 者 が 用 意 す る こ と 。 イ ン タ ー ネ ッ ト の 回

線 ス ピ ー ド に つ い て は 、 当 協 会 は 保 証 し な い 。  

ま た 、 カ メ ラ (前 後 ２ 基 )や デ ィ ス プ レ イ の リ モ コ ン 操 作 、 音 量 調

整 な ど に つ い て は 、 原 則 と し て 、 当 協 会 が 指 定 す る オ ペ レ ー タ ー 会

社 に 機 器 操 作 を 委 託 す る こ と 。  

委 託 会 社 と の 調 整 は 利 用 者 が 行 い 、 費 用 は 利 用 者 の 負 担 と す る 。    

 

( 4 )  キ ャ ン セ ル 料  

ア  会 議 室 ・ 備 品 と も に 下 記 の と お り と す る 。  

利 用 日 の ２ １ 日 ～ １ １ 日 前 ま で   ５ ０ ％  

利 用 日 の １ ０ 日 前 ～ 当 日 ま で  １ ０ ０ ％  
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  利 用 者 の 都 合 で キ ャ ン セ ル の 場 合 、 返 金 の 銀 行 振 込 手 数 料 は 、  

利 用 者 負 担 と す る 。  

 

( 5 )  オ ペ レ ー タ ー 会 社 委 託 費 用  

 手 配 を 含 め て 、 利 用 者 が 直 接 連 絡 ・ 交 渉 し 、 決 定 し た 委 託 費 用

を 委 託 先 の 会 社 に 支 払 う も の と す る 。 当 協 会 は 連 絡 先 を お 知 ら せ

す る の み で 、 交 渉 に は 関 与 し な い 。  

 

７  事 前 確 認 事 項 （ ご 利 用 前 に 必 ず お 読 み く だ さ い ）  

 ア  利 用 方 法  

①  会 議 室 の 定 員 （ 7 0名 ） 以 内 で お 申 込 み く だ さ い 。  

②  レ イ ア ウ ト 変 更 は 、 最 前 列 の 机 ２ 列 分 の み 可 能 で す 。 希 望 の 際

は 事 前 に ご 相 談 く だ さ い 。  

③  飲 食 の 持 込 み は 当 協 会 の 承 諾 が な い 限 り お 断 り し て お り ま す 。

持 込 み 希 望 の 場 合 は 事 前 に ご 相 談 く だ さ い 。  

飲 食 の 持 込 み が 当 協 会 の 承 諾 に よ り 認 め ら れ る 場 合 で も 、 別 途

所 定 の 持 込 み 料 金 及 び 清 掃 料 金 が 発 生 す る こ と を 予 め 了 承 す る

も の と し ま す 。  

  

イ  利 用 制 限  

 次 に 該 当 す る 場 合 の ほ か 、 利 用 方 法 が 申 し 込 み と 異 な っ て い る

と 当 協 会 が 判 断 し た 場 合 、 今 後 の 利 用 に つ い て お 断 り し ま す 。  

①  予 約 者 (利 用 責 任 者 )の 連 絡 先 に 連 絡 が 取 れ な い 場 合  

②  利 用 者 が 許 可 な く 、 第 三 者 に 転 貸 し て い る と 当 協 会 が 判 断 し

た 場 合  

③  事 前 申 請 の な い 飲 食 物 お よ び 備 品 の 持 込 み 等 が あ っ た 場 合  

④  当 協 会 の 指 示 に 従 わ な い 、 ま た は 、 本 規 定 利 用 規 約 や 会 議 室

所 在 の 会 館 内 の 規 則 に 違 反 す る と 当 協 会 が 判 断 し た 場 合  

⑤  そ の 他 、 当 協 会 が 不 適 当 と 判 断 す る 行 為 が あ っ た と き  

 

８  運 用 細 則 の 委 任  

こ の 規 程 に 定 め る も の の ほ か 、 規 程 の 運 用 に 必 要 な 様 式 な ど 細 則

に つ い て は 、 会 長 が 別 に 定 め る 。  


